
旬の国分寺三百年野菜「こくベジ」などの地場野菜を購入して、地産地消を進めましょう旬の国分寺三百年野菜「こくベジ」などの地場野菜を購入して、地産地消を進めましょう

暮
ら
し

リ
サ
イ
ク
ル

指
定
管
理
者
募
集

d
日
時 

b
場
所・会
場 

t
対
象 

n
内
容 

k
講
師 

c
定
員 

e
費
用 

m
申
込
方
法 

f
持
ち
物 

i
問
い
合
わ
せ
先 
h
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

検
索
ペ
ー
ジ
番
号
検
索 

v
フ
ァ
ク
ス 

a
メ
ー
ル 

x
託
児
あ
り 

s
主
催・共
催 

z
注
意
事
項

凡
例

市報 国
こく

分
ぶん

寺
じ 4・7・15　市役所☎（042）325－0111

5

施設名称

市民スポーツセンター
ひかりスポーツセンター
戸倉野球場
けやき運動場
市民本多武道館
戸倉第一・第二テニスコート
市民室内プール

もとまち児童館
第一・第二東元町学童保育所

市有料自転車等駐車場
（西国分寺駅南口・西国分寺駅南口第２・
西国分寺駅北口・西国分寺駅北口第２・
国分寺駅南口・国分寺駅南口原動機付・
殿ヶ谷戸庭園西・国分寺駅北口・国分
寺駅北口地下）

応募資格 上記施設の管理運営を安全かつ円滑に行える団体または法人

指定期間 令和５年４月１日～１０年３月３１日（５年間）
※戸倉野球場は６年３月３１日まで 令和５年４月１日～１０年３月３１日（５年間）

募集要項配布 ７月１９日（火）～２９日（金）に担当課で
※市HPからダウンロード可

７月１５日（金）～２９日（金）に担当課で
※市HPからダウンロード可

申請 ８月１７日（水）～２６日（金）に直接担当課へ ８月１５日（月）～２６日（金）に直接担当課へ ８月１５日（月）～２６日（金）午前９時～正
午・午後１時～５時に直接担当課へ

説明会 d ８月３日（水）午後２時～
b 市民スポーツセンター※当日直接会場へ

d ８月５日（金）午前９時３０分～
b セミナールーム（cocobunji WEST５階）
m ８月１日（月）までに参加申込書に必要事項を記

入のうえ、akoshien@city.kokubunji.tok
yo.jpまたはv（０４２）３５９-３３５４で担当課へ※
市HPからダウンロード可

d ８月２日（火）午後２時～
b 市役所プレハブ会議室第１※当日直接

会場へ

担当課
問い合わせ先

申請先

スポーツ振興課
（市役所第３庁舎）

（内２７８）

子ども子育て支援課
（市役所第２庁舎）

（内３５８）

交通対策課
（市役所第２庁舎）

（内５７０）

リサイクルコーナーリサイクルコーナー

指定管理者を募集

　日野市に建設された３市（日野市・国分寺市・
小金井市）の共同による可燃ごみ処理施設を見
学して、家庭から排出されるごみの処理工程な
どを学びませんか。
d ８月１２日・１９日（金）午前８時４０分～午後１時
集 合・解散市清掃センター
t 市内在住・在勤・在学・在活の方※小学生以

下は保護者同伴。未就学児同伴の場合は要相
談
c 各回２０人　e無料
m ７月２５日（月）～２９日（金）に電話で環境対策

課へ※先着順
→環境対策課☎（０４２）３００-５３００

浅川清流環境組合

可燃ごみ処理施設
見学会

z 駐車場数台あり／配送不可／混雑時は入場制限
を行う場合あり／荒天中止

７月24日（日）午前１０時～正午
ストックヤード（西元町２-９-６）※当日直接会場へ

リサイクル家具販売会リサイクル家具販売会

靴・かばん・ベルト類・ぬいぐるみ・食用油の
拠点収集＆フードドライブに拠点収集＆フードドライブに

ご協力をご協力を

拠点収集拠点収集
z�破れた・穴が開いた物、車輪の付いたかばん、

ゴルフバッグ、スーツケース、長靴・スパ
イク・スリッパ・人形などは収集できませ
ん／食用油はペットボトル・缶等に入れて
お持ちください
フードドライブフードドライブ
　家庭で余っている、米（生産１年以内）、缶詰、
瓶詰、調味料、乾物、飲料、お菓子、インス
タント・レトルト食品などで、賞味期限が１か
月以上あり未開封のものをお持ちください。
必要とされる方へ届けます。
z 市社会福祉協議会では随時受け付けています。

事前にお電話のうえ、お持ちください
i 同協議会☎(０４２)３２４-８３１１
 →ごみ減量推進課☎(０４２)３００-５３０３

７月2６日（火）午前９時～１１時
もとまち公民館※当日直接会場へ

　空き家・空き地の草木は特に
夏場に繁茂し、近隣に悪影響を
与えます。定期的に様子を見に
行き、除草などの管理をお願い
します。
   「管理に手が回らない」「処分したいが何から
手を付ければ良いのか分からない」などの相談
を空き家相談員が受け、問題の解決をサポート
します。詳しくは市HP 検索１０２７９０６（上の
二次元コードからアクセス可）をご覧いただく
か、まちづくり推進課へお問い合わせください。

→まちづくり推進課（内４５３）

空き家・空き地の
適正な管理を
お願いしますt  次のすべてを満たす方

　 ○ １８歳未満（１８歳の誕生日が属する月の末日までを含む）または、現在認定を受けて医療券をお持ち
の平成９年４月１日以前に生まれた方（更新申請のみ可）

　○気管支ぜん息・慢性気管支炎・ぜん息性気管支炎・肺気腫のいずれかにり患している
　○都内に引き続き１年（３歳未満は６か月）以上住民登録がある
　○健康保険などに加入している
　○喫煙していない
助 成金額認定された疾病の治療にかかった医療費のうち、健康保険適用後の自己負担分※平成９年４月１

日以前に生まれた方は、支払い金額のうち月額自己負担額合計６,０００円を超えた分
申 請書類配布・申請先健康推進課（いずみプラザ）
※ 市役所第２庁舎の健康推進課窓口では書類配布・申請受付はできません／すでに医療券をお持ちで更

新申請をされる方は、有効期間満了の１か月前を目安に手続きしてください。対象者には都より期間
満了の約２か月前に更新の書類を送付
i 制度に関して＝都福祉保健局環境保健衛生課☎（０３）５３２０-４４９１／申請に関して＝健康推進課
z 有効期間内に更新申請を行わなかった場合、受給資格を失いますのでご注意ください

→健康推進課☎（０４２）３２１-１８０１

医療費助成制度医療費助成制度東京都大気汚染

譲って
ください 子ども用品、自転車、家具、家電、楽器

譲ります
和たんす、ベビーカー（AB型）、女児用
自転車、百科事典、五月人形、テント、ク
ーラーボックス、フィットネス用自転車

　品物は日々変動があります。具体的な品名や最新の
情報は市HP 検索１００２１８３をご覧いただくか、お問
い合わせください。
z譲渡は無料です。当事者間でやり取りしてください


